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※下水処理水の再利用水量は場外利用のみ ※農業集落排水処理水の再利用割合は、処理水のうち

農業用水としての再利用分から集計しています。 
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 資料２ 汚泥処理の現状と処理水の循環利用の推移 

 

（１）汚泥処理の現状 

 下水処理場から発生する下水汚泥の約９割（令和５年度末）は、セメント原料化

や堆肥化などの再資源化が行われています。農業集落排水施設の汚泥は約７割（令

和５年度末）が堆肥として農地へ還元されています。 

 また、浄化槽汚泥は回収された後、し尿処理施設や下水処理場で処理されていま

す。し尿処理施設の処理残さは堆肥化などの再資源化が進められています。 

 汚泥の再資源化は、循環型社会の推進において重要な取り組みです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 下水汚泥、農業集落排水汚泥、し尿処理残さの再利用（令和５年度末） 

 

（２）処理水の循環利用 

 下水道で処理した水（処理水）の一部は、処理場内での散水等に再利用されるほ

か、処理場外へも供給しており、水洗トイレなどの雑用水や修景用水として利用さ

れています。 

 農業集落排水施設からの処理水は、農業用水として再利用されています。 

 処理水の再利用は、循環型社会の推進において重要な取り組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 下水処理水、農業集落排水処理水の再利用 

※し尿処理残さには、単独処理浄化槽や 

汲み取り便槽からの処理残さも含みます。 
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資料３ ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例 
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 資料４ 香川県汚水処理事業広域化・共同化計画（概要版） 
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https://www.pref.kagawa.lg.jp/gesuido/gesuido/topics/kouikika.html 
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 資料５ 香川県栄養塩類管理計画（概要版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/mizudojou/taisaku/eiyouen.html 
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 資料６ 都道府県構想に関する国からの通知 

 
  



37 

 

 

  



38 

 

 

  



39 

 

 

 

  



40 

 

 

 

  



41 

 

 



42 

 

 

 



43 

 

 



44 

 

 

 
 

 

 

 


